
 

 

報道機関各位 

 

 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 

 

 

 国の施策に基づく「子育て世帯への臨時特別給付金」について、本市では全額現金で以下のス

ケジュールで給付します。 

 

 １ 申請不要な方 

  （９月分の児童手当受給者で所得制限以下の方） 

  ・１回目 １２月２２日（水）５万円振り込み（対象者には通知を発送済み） 

  ・２回目 １２月２７日（月）５万円振り込み（２２日に通知を発送予定） 

   ※児童手当支給口座に振り込み 

 ２ 申請が必要な方 

  （世帯に対象者が高校生のみの方、公務員の方で所得制限以下の方） 

  ・申請受付 令和４年１月１１日（火）～２月２８日（月）まで 

  ・申請方法 郵送または保健センター２階特設会場 

        （窓口受付時間 ８時３０分～１７時１５分） 

  ・給付額  一括給付１０万円 

   ※対象者に１月上旬に通知と申請書を発送予定 

 ３ 新生児 

（令和３年９月１日以降、令和４年３月３１日までに生まれた所得制限以下の児童手当対象児童）  

  ・申請方法 児童手当受給手続き完了後、児童手当受給口座へ振り込み 

  ・給付額  一括給付１０万円 
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